
萩市ヘルパーステーションかがやき 

介護予防・日常生活支援総合事業 

訪問型サービス（第１号訪問事業）重要事項説明書 

 

１．事業者 

（１）法 人 名   社会福祉法人 萩市社会福祉事業団 

（２）法人所在地   山口県萩市大字椿字門田３４６０番地の２ 

（３）電話番号    （０８３８）２４－４１１１ 

（４）代表者氏名   理事長 田中 文夫 

（５）設立年月日   平成１６年 ２月 ２０日 

 

 

２．事業所の概要 

（１）事業所の名称及び事業の種類等 

名  称   萩市ヘルパーステーションかがやき 

所 在 地   山口県萩市大字椿２３９８番地の１ 

電話番号   （０８３８）２４－４１２３ 

 

事業の種類 
介護予防・日常生活支援総合事業 

第１号訪問事業 

指定年月日 平成１６年４月 1日 

介護保険指定番号 山口県指定第３５７０４００２６１号 

 

（２）事業の目的 

利用者が可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営む

ことができるよう支援することを目的として、この介護予防・日常生活支援総合事

業第１号訪問事業（以下、「訪問型サービス」という。）を提供することを目的とし

ます。 

 

（３）事業の運営方針 

①当事業所では、利用者の状態等を踏まえながら、生活援助等の支援を行うことに

より、利用者の心身の機能回復を図り、もって生活機能の維持又は向上をめざす

もとします。 

②当事業所では、利用者の自主性を尊重し、サービス利用の自己決定をしていただ

くとともに、利用者が居宅において、その有する能力に応じ、可能な限り自立し

た日常生活を営むことができるように支援します。 

③当事業所は、事業の実施にあたっては、利用者の所在する市町村、地域包括支援

センター、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及

び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとします。 



 

（４）通常の事業の実施地域 

離島を除く萩市内（事業所より片道１５km以内） 

 

（５）営業日及び営業時間 

事業の種類 営業日 サービス提供時間 

訪問型サービス 年中無休 ２４時間 

 

 

３．職員体制 

当事業所では、利用者に対して訪問型サービスを提供する職員として、以下の職種の職

員を配置しています。 

 

■主な職員の配置状況 

職種 常勤 非常勤 常勤換算※ 指定基準 

１．管理者 １  1名 

２．サービス提供責任者 ４ ４ 3名 

３．訪問介護員 ９ ９ １２．１ 2.5 名以上

 
１）介護福祉士 ８ ５ １０．１  

２）初任者研修課程修了者等 １ ４ ２．０  

※常勤換算：職員それぞれの週あたりの勤務延時間数の総数を当施設における常勤職

員の所定勤務時間数（例：週 40時間）で除した数です。 

（例）週 8時間勤務の職員が 5名いる場合 

常勤換算では、1名（8時間×5名÷40時間＝1名）となります 

 

 

４．職員の勤務体制及び職務 

職種 勤務体制及び職務 休暇 

管理者 

正規の勤務時間帯(8:30～17:30)に常勤で勤

務します 

事業所運営の管理をします 

原則として 

４週８休 

サービス提供責任者

常勤訪問介護員と同様の勤務時間で勤務しま

す 

介護予防サービス計画の作成、利用申し込み

及びサービス提供に係る調整、手続き等の処

理並びに家族や他機関等との調整を行ないま

す 

原則として 

１０休／月 



訪問介護員 

（常勤） 

①早出 （１７：００～１６：００） 

②早出２（ ８：００～１７：００） 

③日勤 （ ８：３０～１７：３０） 

 

（非常勤） 

８：００～１８：００のうち契約した時間で

勤務します 

利用者の入浴、排泄、食事等の介護、その他の

日常生活上の援助を行ないます 

（常勤） 

原則として 

１０休/月 

 

 

（非常勤） 

予定表で 

指定した日 

 

 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

訪問型サービスは、訪問介護員等が利用者のお宅を訪問し、入浴、排せつや食事等の介

助、調理、洗濯や掃除等の家事など、日常生活上の世話を行うサービスです。 

具体的には、サービスの内容により、以下の区分に分けられます。 

 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス 

以下のサービスについては、利用料金の大部分が介護保険から給付されます。 

 

身体介護 

利用者の身体に直接接触して行う介助や日常生活を営むのに必要な

機能や意欲を高めるために利用者と共に行う援助や介助や専門的な

援助を行います。 

例）起床介助、就寝介助、排泄介助、身体整容、食事介助、更衣介助、

清拭(せいしき)、入浴介助、体位交換、服薬介助、通院･外出介

助、自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助（日常生活

を営む機能を高める観点から安全を確保しつつ常時介助できる

状態で行う見守りなど）など 

生活援助 
家事を行うことが困難な利用者に対して、家事の援助を行います 

例）調理、洗濯、掃除、買い物、薬の受取り、衣服の整理など 

 

  



■利用料金 

利用者がサービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、利用者からお支

払いいただく「利用者負担金」は、原則として負担割合証に応じた基本利用料の１割から３

割の額です。 

但し、介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担い

ただきます。 

●サービスの実施頻度は、介護予防サービス計画書または介護予防マネジメント

（以下、「介護予防ケアプラン」という。）において、以下の支給区分が位置づけ

られ、１週間あたりのサービス提供頻度が示されます。これを踏まえ、訪問型サ

ービス計画書（以下、「サービス計画書」という。）において具体的な実施日、１

回あたりの時間数や実施内容等を定めます。 

●料金は１ヶ月ごとの定額制です。サービス計画において位置づけられた支給区分

によって次のとおりとなります。 

●利用者の体調不良や状態の改善等によりサービス計画書に定めた期日よりも多

かった場合であっても、日割りでの割引又は増額はいたしません。 

 

支給区分 サービスの内容 
基本利用料 

(１月あたり)

利用者負担

(１割) 

利用者負担 

(２割) 

利用者負担

（３割） 

訪問型 

サービスⅠ 

週1回程度の訪問型サー

ビスが必要とされた者 
11,760 円 1,176 円 2,352 円 3,528 円

訪問型 

サービスⅡ 

週2回程度の訪問型サー

ビスが必要とされた者 
23,490 円 2,349 円 4,698 円 7,047 円

訪問型 

サービスⅢ 

週2回を超える程度の訪

問型サービスが必要と

された者 

37,270 円 3,727 円 7,454 円 11,181 円

※上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定され

た場合は、これら基本利用料も自動的に改定されます。 

なお、その場合は事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。 

 

 

■加算 

以下の要件を満たす場合、上記の利用料金部分に以下の料金が加算されます 

加算の種類 加算の要件 

加算額 

基本利用料

(1月につき)

利用者負担

（１割） 

利用者負担

（２割） 

利用者負担

（３割）

初回加算 
新規の利用者へサービス提供した

場合 
２,０００円 ２００円 ４００円 ６００円



生活機能向上

連携加算Ⅰ 

リハビリテーションを実施してい

る事業所または医療提供施設の理

学療法士等からの助言を受けるこ

とができる体制を構築し、助言を

受けた上で、サービス提供責任者

が生活機能の向上を目的としたサ

ービス計画を作成し、サービス提

供した場合 

１,０００円 １００円 ２００円 ３００円

生活機能向上

連携加算Ⅱ 

サービス提供責任者がリハビリテ

ーションを実施している事業所ま

たは医療提供施設の理学療法士等

に同行し、共同して利用者の心身

の状況等を評価した上、生活機能

向上を目的としたサービス計画を

作成し、サービス提供した場合 

２,０００円 ２００円 ４００円 ６００円

介護職員等処

遇改善加算Ⅰ※ 
当該加算の算定要件を満たす場合 上記「利用料金」と「加算」の合計の２４．５％

中山間地域等

に居住する者

へのサービス

提供加算※ 

中山間地域において、通常の事業

の実施地域以外に居住する利用者

へサービス提供した場合 

上記「利用料金」の５％ 

（注）※印の加算は区分支給限度額の算定対象からは除かれます。 

 

●総合事業における請求については、月の途中で利用開始の契約をした場合は、契

約日を起算日としての日割りの計算となります。 

●月途中で以下に該当する場合には、それぞれの単価に基づいて利用料を日割り計

算します。 

①月途中に新規でサービスを利用する場合 

②月途中でサービス利用契約を解除した場合 

③月途中に要介護から要支援に変更となった場合 

④月途中に要支援から要介護に変更となった場合 

⑤同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合 

●介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご利用者

の負担額を変更します。 

●中山間地域等として該当する地域における利用者にサービス提供した場合には、

所定単位数の５％が加算されます。 

●新規にサービス計画書を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問型サービ

スと同じ月に、サービス提供責任者が、自ら訪問型サービスを行う場合又は他の

訪問介護員等が訪問型サービスを行う際に同行した場合、月額 200 円の利用料を

いただきます。 



●自立支援型のサービスの提供を促進し、利用者の在宅における生活機能向上を図

る観点から、訪問リハビリテーション実施時にサービス提供責任者とリハビリテ

ーション専門職が、同時に利用者宅を訪問し、両者の共同による訪問介護計画を

作成することについての評価を行った場合、生活機能向上連携加算として月額

100 円の利用料をいただきます。 

●介護職員等処遇改善加算は、介護サービスに従事する介護職員等の賃金改善に充

てることを目的に創設されたものです。 

 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス 

①介護保険から給付される上限額（区分支給限度額）を超える訪問型サービス 

介護保険給付の区分支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、サービス

利用料金の全額が利用者の負担となります。 

②その他サービス 

・ご家族分の調理、洗濯等 

・利用者の居室以外の居室、庭等の敷地の清掃 

 

 

６．利用料金のお支払方法 
毎月２０日までに、前月分利用料金について請求いたしますので、２５日までに次のい

ずれかの方法でお支払い下さい。 

また、自動引き落としの手続きをされた場合は、原則、毎月２５日にご指定の口座より

振替をいたします。 

なお、振替日が金融機関の休業日に当たる場合は、金融機関の翌営業日となります。 

 

イ．現金持参又は現金書留等による送金 

 

ロ．下記、指定口座への振込 

山口銀行 萩支店 普通預金 ６２９５７７３ 

社会福祉法人 萩市社会福祉事業団 

※振込手数料は、お客様負担とさせていただきます 

 

ハ．下記、指定金融機関からの口座振替（引き落とし） 

ご利用できる金融機関： 

・山口銀行 

・山口県農業協同組合 

・山口県漁業協同組合 

・郵便局（ゆうちょ銀行） 

・萩山口信用金庫 

 



７．利用の中止・変更、追加 

（１）利用の予定日の前に、利用者の都合により、サービスの利用を中止又は変更、

もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサー

ビスの実施日の前日までに事業所に申し出て下さい。 

（２）サービスの利用の変更・追加の申し出に対して、訪問介護員の稼動状況により

利用者の希望する期間にサービスの提供が出来ない場合、他の利用可能日時を

利用者に提示して協議します。 

 

 

８．サービスの利用に関する留意事項 

（１）サービス提供を行う訪問介護員 

実際のサービス提供にあたっては、複数の訪問介護員が交替してサービスを提供し

ます。 

 

（２）訪問介護員の交替（契約書第 7条参照） 

①利用者からの交替の申し出 

選任された訪問介護員の交替を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上不適

当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業所に対して

訪問介護員の交替を申し出ることができます。 

但し、利用者から特定の訪問介護員の指名はできません。 

②事業所からの訪問介護員の交替 

事業所の都合により、訪問介護員を交替することがあります。 

訪問介護員を交替する場合は、利用者及びその家族等に対してサービス利用上の

不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。 

 

（３）サービス実施時の留意事項（契約書第４条、第５条及び第８条参照） 

①定められた業務以外の禁止 

利用者は「４．当事業所が提供するサービス」で定められたサービス以外の業務

を事業所に依頼することはできません。 

②訪問型サービスの実施に関する指示・命令 

訪問型サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。 

但し、事業所は訪問型サービスの実施にあたって利用者の事情・意向等に十分に

配慮するものとします。 

③備品等の使用 

訪問型サービス実施のために必要な備品等（水道・ガス・電気を含む）は無償で

使用させていただきます。訪問介護員が事業所に連絡する場合の電話等も使用さ

せていただきます。 

 

（４）通常事業実施区域外にて行うサービスについて 

通常の事業実施区域（事業所より片道１５㎞以内の地域）から超える区域にて行う



訪問型サービスに要した交通費は、別紙料金表のとおり徴収します。また有料道路

等の通行が必要な場合には、その実費をご負担いただく場合があります。 

 

（５）訪問介護員の禁止行為（契約書第１５条参照） 

訪問介護員は、利用者に対する訪問型サービスの提供にあたって、次に該当する行

為は行いません。 

 

①医療行為 

②利用者もしくはその家族等からの金銭又は高価な物品の授受 

③利用者の家族等に対する訪問介護サービスの提供 

④飲酒及び利用者もしくはその家族等の同意なしに行う喫煙 

⑤利用者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営

利活動 

⑥その他利用者もしくはその家族等に行う迷惑行為 

 

（６）サービス提供責任者 

サービス提供責任者は、利用者からのサービス利用申込みに関する調整や介護予防

サービス計画の作成などはじめ、次のような業務を担当します。利用にあたって疑

問点やご心配な点やサービス内容を変更したい時には、サービス提供責任者にお気

軽にお尋ね下さい。（担当の訪問介護員に直接お話しくださっても構いません。） 

 

＜サービス提供責任者の業務＞ 

①訪問型サービスの利用の申込みに関する調整 

②利用者の状態の変化やサービスに関する意向の定期的な把握 

③居宅介護支援事業者等との連携（サービス担当者会議への出席など） 

④訪問介護員への援助目標、援助内容に関する指示 

⑤訪問介護員の業務の実施状況の把握 

⑥訪問介護員の業務管理 

⑦訪問介護員の研修、技術指導 

⑧その他サービスの内容の管理について必要な業務 

 

（７）複写物の交付 

利用者及びその家族等は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、

複写物を必要とする場合には実費をご負担いただきます。 

・支払証明書      １枚につき  １１０円 

・事業団記録持ち出し  １通につき  ２２０円 

・原本持込でコピーのみ １枚につき   ２０円 

 

  



９．緊急時の対応 

万一、利用者の病状の急変が生じた場合、その他必要な場合には、すみやかにかかりつ

け医または協力医療機関及び家族、身元引受人等関係者に連絡を行うなどの必要な措

置を講じます。 

 

■緊急時対応受付窓口（担当者） 

［管理者］  中村 恵子 

電話番号   （０８３８）２４－４１２３ 

■受付時間 

毎週月曜日～金曜日  ８時３０分～１７時３０分 

※土曜日・日曜日、祝日および受付時間外（１７時３０分～翌日８時３０分）に

ついては、日直、宿直対応のため時間帯によっては電話が集中し、かかりにく

い場合がございます。 

 

 

１０．事故発生時の対応 

万一、利用者に事故が発生した場合は、すみやかに家族、身元引受人等関係者に連絡を

行うとともに協力医療機関、かかりつけ医師等に連絡するなどの必要な措置を講じま

す。 

 

 

１１．損害賠償について 

万一、利用者に対する介護サービスの提供にあたって事故が発生した場合は、すみやか

に利用者の損害を賠償します。 

但し、当事業所に故意過失がない場合にはこの限りではありません。当該事故発生につ

き利用者に重過失がある場合は、損害賠償の額を減じることができます。 

 

 

１２．苦情の受付について 

（１）当事業所における苦情の受付及びサービス利用等のご相談 

サービスに対する苦情やご意見、利用料のお支払いや手続きなどサービス利用に関

するご相談、利用者の記録等の情報開示の請求は以下の専用窓口で受け付けます。 

 

■苦情受付窓口（担当者） 

［管理者］  中村 恵子  

電話番号   （０８３８）２４－４１２３ 

■受付時間 

毎週月曜日～金曜日  ８時３０分～１７時３０分 

苦情解決責任者 ［常務理事］  水津 康雅 

 



（２）第三者委員 

本事業所では、地域にお住まいの以下の方を第三者委員に選任し、地域住民の立場

から本事業所のサービスに対するご意見などをいただいています。利用者は、本事

業所への苦情やご意見は「第三者委員」に相談することもできます。 

 

・岡野 雅治 

・梅尾 一恵 

・梅木 幹司 

 

【苦情処理を行うための処理体制・手順】 

＜苦情解決の方法＞ 

①苦情の受付 

苦情は、面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。 

なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることも出来ます。 

②苦情受付の報告・確認 

苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員（苦情申出人が

第三者委員への報告を拒否した場合を除く）に報告します。第三者委員は内容を

確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。 

③苦情解決のための話し合い 

苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。その

際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることが出来ます。 

なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。 

ア．第三者委員による苦情内容の確認 

イ．第三者委員による解決案の調整、助言 

ウ．話し合いの結果や改善事項等の確認 

④「福祉サービス苦情解決委員会」の紹介 

本事業で解決できない苦情は、山口県社会福祉協議会（山口市大手町 9-6）に設

置された福祉サービス苦情解決委員会に申し出ることが出来ます。 

 

※具体的な対応方針 

苦情があった場合は、直ちに担当者が利用者（家族）に確認をとり、事実を確認

します。出来るだけ速やかに具体的な対応方針を決め、担当者が利用者（家族）

に連絡します。苦情の記録を台帳に残し、再発防止に役立てていきます。 

  



（３）行政機関その他苦情受付機関 

 

 

１３．虐待の防止のための措置に関する事項について（契約書第２７条参照） 

本事業所は、利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応を図るために

以下の措置を講じます。 

 

（１）虐待に関する責任者の選定 

利用者の人権擁護・虐待の防止等に対応するため、虐待に関するご相談は以下の専

用窓口で受け付けます。 

■虐待に関する相談受付窓口（担当者） 

［管理者］  中村 恵子  

電話番号   （０８３８）２４－４１２３ 

■受付時間 

毎週月曜日～金曜日    ８時３０分～１７時３０分 

虐待防止に関する責任者  ［常務理事］  水津 康雅 

 

（２）成年後見制度の利用支援 

 

（３）苦情解決体制の整備 

 

（４）従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施 

  

萩市地域包括支援センター 

所在地  萩市大字江向５１０番地 

電話番号 （０８３８）２４－５６５６ 

受付時間 ８：３０～１７：１５ 

萩市福祉部高齢者支援課 

介護保険係 

所在地  萩市大字江向５１０番地 

電話番号 （０８３８）２５-３３６８ 

受付時間 ８：３０～１７：１５ 

山口県健康福祉部 

長寿社会課介護保険班 

所在地  山口市滝町１-１ 

電話番号 （０８３）９３３-２７７４ 

受付時間 ８：３０～１７：１５ 

山口県国民健康保険団体連合会 

介護サービス苦情相談窓口 

所在地  山口市大字朝田字岡の口 1980 番地の 7 

電話番号 （０８３）９９５－１０１０ 

受付時間 ８：３０～１７：１５ 

山口県社会福祉協議会 

福祉サービス運営適正化委員会 

所在地  山口市大手町９－６ 

電話番号 （０８３）９２４－２８３７ 

受付時間 ８：３０～１７：１５ 



（５）相談受付機関 

 

 

１４．身体拘束等の適正化について（契約書第２８条参照） 

（１）身体拘束の禁止 

本事業所は、介護サービスの提供にあたっては、利用者の身体拘束は行いません。

万一、利用者又は他の利用者、職員等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得

ない場合には「利用者の身体拘束に伴う申請書」に家族の同意を受けた時のみ、そ

の条件と期間内にて身体拘束等を行うことができるものとします。 

 

（２）身体拘束に関する記録 

本事業所は、やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、そ

の際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記録す

ることとします。 

  

萩市地域包括支援センター 

（萩、川上、旭、福 栄、むつみ）

所在地  萩市大字江向５１０番地 

電話番号 （０８３８）２４－５６５６ 

受付時間 ８：３０～１７：１５ 

萩市地域包括支援センター 

（須佐、田万川） 

所在地  萩市大字須佐４５７０番地５ 

電話番号 （０８３８７）６－２０１７ 

受付時間 ８：３０～１７：００ 



 

令和   年   月   日 

 

 

訪問型サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき契約書及び重要事項の説明を

行いました。 

 

 

■萩市ヘルパーステーションかがやき 

 

（説明者） 

 

職 名             

 

氏 名                   ○印 

 

 

 

 

 

私は、本書面に基づいて事業所から契約書及び重要事項の説明を受け、訪問型サービ

スの提供開始に同意しました。 

 

 

（サービス利用者） 

 

氏 名                   ○印 

 

 

（署名代行者） 

 

氏 名                   ○印 

 

 

 

 

 

※この重要事項説明書は、厚生省令第３７号（平成１１年３月３１日）第８条の規定

に基づき、利用申込者又はその家族への重要事項説明のために作成したものです。

 


